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京信教育カードローン「キャンパスＬＩＮＥ」 
(２０２４年６月３日現在 ) 

商品名   京信教育カードローン「キャンパスＬＩＮＥ」 

ご利用いただける方 

・当金庫の営業地域内に居住又は勤務されている方 

・お借入時の年齢が満２０歳以上６５歳未満の方 

・国内・海外を問わず、下記の学校に入学又は在学されるご子弟等の保護者の方 

・安定継続した収入がある方 

・当金庫の指定する保証会社の保証を受けられる方  

・当金庫の定める融資基準を満たしておられる方 

●対象となる学校 

幼稚園・保育園、小学校、中学校、高等学校、高等専門学校、短期大学、大学、 

大学院（法科大学院を含む）、専修学校、各種学校（予備校、専門学校を含む）等  

お使いみち 

①学校納付金（受験料、入学金、授業料、留学費用、施設設備費等） 

②就学に付随してかかる付帯費用 

〔教材代、制服代、引越費用、下宿費用（家賃、権利金、敷金、礼金、保証金）、 

交通費等〕 

③教育ローンの借換え資金および借換えに伴う繰上完済にかかる手数料 

ご利用限度額 

（貸付極度額） 
  ５０万円以上５００万円以内（１０万円単位） 

貸付形式 

①全期間当座貸越 

②ご子弟等一人につき一契約となります。 

※ご子弟等一人につき一枚のローンカードを発行します。 

    （複数のご子弟で利用される場合は、ご子弟ごとの契約が必要です。） 

 ③ローンカードによりATM等の自動機器から引き出すことによりお借入いただきます。 

ご融資利率 

（通常金利） 

  変動金利｡当金庫の 「個人ローン標準金利」を基準金利として決定します。  

 ＊金利につきましては個人ローンセンターまでお問い合わせください。 

ご融資利率の見直し 
ご融資利率は、原則、年２回、４月１日と１０月１日現在の「個人ローン標準金利」を基  

準に見直しを行います。新しい利率は、６月または１２月の約定返済日から適用します。 

ご融資利率の引下げ 

以下の条件のいずれか一つを満たす場合は、通常金利より年０．２％引き下げます。 
①当金庫で給与振込を受けておられる方 

※通帳に「給振」と表示される明細でのお受取実績に限ります。 

②「キャンパスＬＩＮＥ」を過去にご利用されたことがある方 

③お申込時に当金庫の住宅ローンをご利用中の方  

＊一部金利引下げを適用できない住宅ローンがあります。 

④お申込時に「パートナー覚書」を当金庫と締結している、または「健康経営」に取り 

組んでいると当金庫が認める個人事業主ならびに事業所の代表者および当該事  

業所に勤務されている方。 

⑤お申込時に当金庫のＶパートナーに加盟している、個人事業主ならびに事業所の 

代表者および当該事業所に勤務されている方。 
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お利息の計算方法 

  （前月の返済日から当月の返済日の前日までの毎日の貸越残高の合計額）×年利率 

÷３６５日で計算します。 

＊付利単位は１００円です。 

お借入ご利用期間 

お子様の在学予定期間で、ご契約日から最長４年９カ月以内です。 

（医学部、薬学部等の６年制大学に限り最長６年９カ月以内。） 

※就学予定日の９カ月以内から契約可能です。 

※卒業予定月の返済日まで、お借入が可能です（お借入ご利用期限）。 

元金返済期間 

お借入ご利用期限の翌月から元金返済期間に移行します。 

元金のご返済期間は、下記の通り、ご契約の貸越極度額に応じて決定します。 

 

     ご利用限度額（貸付極度額）     元金返済期間（返済回数） 

      ５０万円以上１００万円以内      ５年（６０回） 

     １１０万円以上５００万円以内     １０年（１２０回） 

ご契約期間 

１年（１年ごとに自動更新します。お借入ご利用期間経過後は、完済となった時点  

で契約は終了します。） 

最長のご契約期間は、１４年９カ月です。（医学部、薬学部等の６年制大学に限り 

最長１６年９カ月。） 

ご返済方法 

元金均等毎月返済方式（注）。 

ただし、お借入ご利用期間中は、元金の据置期間となり、お利息のみのご返済となり 

ます。 

臨時のご返済も可能です。 

（注）元金均等返済とは、毎月、決まった元金に利息を加えた額を支払っていただく 

方式です。 
 

ご返済金額 

１．【お借入ご利用期間中のご返済】 

お借入ご利用期間中は、元金返済の据置期間となり、お利息のみのご返済となり 

ます。 

 

２．【元金返済期間中のご返済】 

お借入ご利用期限の借入残高を、ご利用限度額に応じた返済回数で除した金額が 

毎月の元金返済金額となります。 

元金返済金額と、お利息の合算がご返済金額となります。 

※証書貸付への切替は不要です。当座貸越のまま元金をご返済いただきます。 

 

（例）ご利用限度額が４００万円のご契約で、お借入ご利用期限に３６０万円の借入 

残高が発生している場合。 

３，６００，０００円÷１２０回＝３０，０００円（元金返済額） 

※別途、借入残高に応じたお利息のご返済もございます。 

 

臨時返済はいつでも当金庫ATMまたは店頭で承ります。 

ただし、臨時返済されても、毎月の元金返済金額は変わりません。 
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ご返済金額の試算 
個人ローンセンターまたは店頭にお申し出いただければ、ご返済金額を試算いたし 

ます。 

ご返済日   毎月１０日（休日の場合は翌営業日となります。） 

保証人及び担保 

 不要です。 

  ・当金庫指定の保証会社の保証をご利用いただきます。 

  ・保証料はご融資利率に含まれております。 

手数料 
ご融資期間中に臨時返済をされる場合、またはお客様のご都合により一括でご返済  

される場合の手数料は無料です。 

お申込時にご用意いただく資料  

・ご本人確認書類（運転免許証、マイナンバーカード等の顔写真付の公的証明書） 

・ご子弟等が就学中、または就学予定であることを証する書類 

 （学生証、在学証明書、合格通知書等） 

・所得確認資料（源泉徴収票、確定申告書、公的収入証明書等） 

 ※申込金額が１００万円以下の場合は不要です。 

自動融資機能 
自動融資機能（クレジットカードや公共料金の自動支払い等の際に普通預金の残高 

不足額を自動的に融資する機能）はありません。 

苦情処理措置･ 

紛争解決措置 

・苦情処理措置 

本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店またはお客様相談室（９時～１７ 

時、電話０７５－２１１－２１１１）にお申出ください。 

・紛争解決措置 

紛争解決においては、上記お客様相談室、また全国しんきん相談所（９時～１７ 

時、電話０３－３５１７－５８２５）をはじめとする他の機関でも受け付けています。 

お申出により京都弁護士会紛争解決センター（電話０７５－２３１－２３７８）等で 

紛争の解決を図ることもできます。また、各弁護士会紛争解決センター等に直接  

申立ていただくことも可能です。 

なお、東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会の各弁護士会は、 

東京都以外の各地のお客様にもご利用いただけます。その際には、当該地域の 

弁護士会において、東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いて共同で紛 

争の解決を図る方法（現地調停）、当該地域の弁護士会に紛争を移管し、解決 

する方法（移管調停）もあります。 

ホームページでも公表しています。詳細については窓口までお問い合わせくださ 

い。 

その他参考となる 

事項 

・お申し込みいただきましても、審査の結果ご希望に添いかねることもございます

のであらかじめご了承ください。 

・本商品の事前審査は、専用のウェブサイトにて承っています。 

・ローンカードは転送不要の本人限定受取郵便（特定事項伝達型）でお届けし

ます。 

・本申込・ご契約手続およびローンカード発行等に一定の日数を要します。合格

後至急学費等の支払いを予定される場合は、ローンカードでの融資が間に合わ

ない場合もありますので、十分にご注意ください。 

・ローンカードのご出金は、１日５０万円、１か月２００万円が上限となりますので

ご注意ください。 

 


